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本誌に関するご意見・
感想をFAXまたはmail
でお寄せください。
お待ちしております。

申込書　当組合必着日 更新日

令和5年5月10日（水） 令和5年8月1日（火）

指定店名 所在地 取扱商品 契約終了日
株式会社千雅 東京都中央区銀座5-14-1 宝飾品 令和5年1月31日

長モーター有限会社 大田原市黒羽田町104
自動車

令和5年3月31日株式会社丸重 日光市森友1123-2
ニッポンレンタカーサービス株式会社 東京都千代田区神田練塀町3 レンタカー

お問い合わせ先　（このご案内は、概要の説明になります。詳しい内容については、取扱代理店までお問い合わせください。）
引受保険会社：損害保険ジャパン株式会社　栃木支店　法人支社　TEL：028-627-8071
取扱代理店：株式会社栃木共済サービス　TEL：028-688-8711　宇都宮市大通り2-3-1井門宇都宮ビル3階　受付時間：9時から17時
「UGOKU」はドライバー保険に「移動保険に関する特約」を付帯した契約のペットネームです。

SJ22-14378　2023/01/20

総務課経理係　☎028-615-7804上記記事に関するお問い合わせは

総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

　生活応援給付は、年に一度、加入内容の変更や解約をす
ることができますので、所属所の共済事務担当課へ申込書
の提出をお願いします。提出期限については、所属所によ
り異なりますので、共済事務担当課へご確認ください。

　栃木県では、令和4年7月1日から自転
車保険への加入が義務化されました。
　「移動の保険UGOKU」では、「家族と
自分のケガ」や「相手のケガ・モノの賠償」
などが補償できます。

　令和5年1月号で、4月1日から組合員の皆様から当組合に送金する場合には所定の手数料の負担が必要になることをお知らせ
したところですが、再度足利銀行と協議をした結果、令和5年4月1日以降も、専用の振込依頼書を利用する場合の手数料は無
料となりました。
　ただし、振込依頼書の2枚目の「通知書」が使用できないこととなりましたので、利用する場合には2枚目の「通知書」を外して
利用してくださいますようお願いします。
　なお、令和6年度以降については引き続き協議をしていきますので、結果が出ましたら改めてお知らせします。

遺族付加年金“きずな”
生活応援給付ご加入者様へ

次の指定店が契約終了になります

損害保険ジャパン株式会社
「移動の保険UGOKU」をご存じですか？

自転車で通勤・通学される皆さま

～ 自転車保険で家族に安心と安全を ～

いつでも加入可能！

募集期間はありません。
ネットからのみの申込み

となります。

○相手のケガ、壊れたモノの賠償　○自分のケガの治療　○自転車の運搬費用　○帰りのタクシー代　
○万が一の時の弁護士相談費用など

保険料払込みは
クレジットカード！
月額980円の保険料が
クレジット決済により
引落しとなります。

1か月ごとの
自動更新！
自動更新なので、
更新に関する

手続きが不要です。

家族全員で月額980円

支払内容

お申込みは、
当組合ホームページ
または下記

2次元コードから
アクセスしてください！

令和5年4月1日からの  の  送金手数料  送金手数料  送送 についてに




